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昨年の器楽音楽部門の様子

第２回文芸入門講座
12

TSU NEWS
芸術の秋！いろいろな創作活動に挑戦しませんか

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

看板など広告物を設置する場合は許可が必要です
13

TSU NEWS
９月10日は屋外広告の日

問い合わせ　都市政策課　　229－3290　　229－3336

津市民文化祭音楽部門の出演団体募集
11

TSU NEWS

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229－3300　　229－3344

とき・ところなど

対　象　市内に活動拠点を置く音楽団体(軽音楽
は音源による審査があり、それ以外は応募者多
数の場合に選考を行うことがあります。)

申し込み　文化振興課または各総合支所地域振興

　「津市民文化」市民文芸広場各部門の選者によ
る入門講座を開催します。テキストとして「津市
民文化」第10号(500円)を使用し、当日会場でも
販売します。
対　象　市内に在住・在勤・在学
　の人
定　員　先着各30人
申し込み　電話で文化振興課へ
申込期間　９月５日(月)～16日(金)

課、教委生涯学習課、各公民館、各ホールにあ
る所定の応募用紙に必要事項を記入し、直接窓
口または郵送、ファクス、Ｅメールで津リージョン
プラザ(〒514-8611 住所不要、　229-3300＠
　city.tsu.lg.jp)へ　※軽音楽は、ファクス・Ｅ
メールでの申し込みはできません。
締め切り　10月30日(日)
※出演料など詳しくは、
募集要項をご覧くださ
い。募集要項・応募用
紙は津市ホームページ
からもダウンロードで
きます。

　看板などの広告物は、情報の伝達や街の活性化に
不可欠なものですが、無秩序に設置すると自然の景
観や街の美観を損ないかねません。また、管理が適
切でない場合は、転倒や落下によって通行人がけが
をする恐れもあります。このため、屋外に設置する
広告物には、県屋外広告物条例によって設置場所や
大きさ、その他の規格にさまざまな規制がありま
す。例えば、店舗や営業所などに営業用の広告物を
設置するときには、表示面積が１方向につき10㎡
を超える場合に許可が必要です。
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部　門 とき（来年） ところ

サンヒルズ安濃ハーモニーホール

白山総合文化センターしらさぎホール

津リージョンプラザお城ホール

１月22日㈰
13時～
２月26日㈰
12時30分～
３月５日㈰
10時～
３月12日㈰
13時～
３月18日㈯
18時～

講座名 とき（９月） ところ 講　師

詩講座 23日㈮
13時30分～15時30分

津リージョンプラザ
第２会議室 黛元男さん

エッセイ
講座

27日㈫
10時～12時

中央公民館
研修室Ａ 藤田明さん

川柳講座 27日㈫
13時30分～15時30分

中央公民館
研修室Ａ 阪本きりりさん

俳句講座 29日㈭
10時～12時

中央公民館
研修室Ａ 山崎満世さん

短歌講座 29日㈭
13時30分～15時30分

中央公民館
研修室Ａ 中川左和子さん

とき・ところなど
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